
豊田市人材活躍支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、人材活躍支援事業に対する補助金の交付に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）会社 会社法（平成１７年法律第８６号。以下「会社法」という。）第２条第１号に

規定する会社をいう。 

（２）中小企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本法」という。）

第２条第１項に規定する者のうち、会社をいう。 

（３）個人事業主 基本法第２条第１項に規定する者のうち、個人をいう。 

（４）事業所 単一の経営主体が一の団地内において人及び機械装置を有して継続的に経済

活動を行う場所的単位をいう。 

（５）企業団体等 次のアからウのいずれかに該当するもののうち、市内に所在するものを

いう。 

   ア商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）の規定に基づく商工会議所 

   イ商工会法（昭和３５年法律第８９号）の規定に基づく商工会 

   ウ特定の法律によって設立され、その直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企

業又は個人事業主である組合等 

（６）豊田市 SDGs 認証 豊田市 SDGs 認証制度実施要綱第７条により決定された認証を

いう。 

（７）建設業 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である

日本標準産業分類（以下「標準産業分類」という。）に掲げる大分類Ⅾ－建設業に分類さ

れる事業をいう。 

（８）運輸業・郵便業 標準産業分類に掲げる大分類 H－運輸業、郵便業に分類される事業

をいう。 

（９）医療・福祉業 標準産業分類に掲げる大分類Ｐ－医療、福祉に分類される事業をいう。 

（１０）警備業 標準産業分類に掲げる大分類 R－サービス業（他に分類されないもの）の 

うち、小分類９２３－警備業に分類される事業をいう。 

 

（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、市内で事業活動を営む中小企業及び個人事業主（以下「中小企業者」

という。）並びに企業団体等が別表第１から別表第３に定める事業を行う場合に必要とす

る費用の一部について補助金を交付することにより、当該事業の実施を促進し、市内の中



小企業等の人材育成力や人材確保力を高めることで、地域産業の持続的発展に資すること

を目的とする。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、市内に主たる

事業所を置く中小企業及び企業団体等並びに市内に住所及び事業所を有する個人事業主

（以下「中小企業等」という。）であって、次の要件を全て満たすものとする。 

（１）法人等（法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては

非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役

員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業

所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）又は暴力団員ではないが同条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴

力団関係者」という。）がいないこと。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は

運営に実質的に関与していると認められないこと。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められる

者でないこと。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められる者でないこと。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、第１号から前号までのいずれかに該当する法人等であ

ることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる者でないこと。 

（７）豊田市税を滞納していないこと。 

（８）公序良俗に反する事業を行っていないこと。 

（９）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業所又はそれに類する事業所を営

んでいないこと。 

（10）同一の事業に対して、本市又は他の団体から別に補助金の交付を受けていないこと

（ただし、豊田商工会議所「中小企業大学校瀬戸校受講料助成金」の交付を受けて行う

事業については、この限りではない。）。  

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象事業



者が実施する事業であって、次の要件を全て満たすものとする。 

（１）別表第１から別表第３に定める事業であること。 

（２）第６条における補助対象経費の合計が１万円以上の事業であること。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

に要する経費のうち、別表第１から別表第３に定める経費に限る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。 

（１）消費税相当額 

（２）地方消費税相当額 

（３）印紙税相当額 

（４）登録免許税相当額 

（５）公証人手数料相当額 

（６）その他市長が不適当と認める費用 

 

（補助金額等） 

第７条 補助金の額及び限度額については別表第１から別表第３に定める額とし、１，００

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請手続等） 

第８条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象事業者（以下「申請者」という。）は 

豊田市人材活躍支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、事業着

手の３０日前（4 月中に事業を実施する場合及び災害その他やむを得ない理由により申請

ができない場合を除く。）までに市長に提出しなければならない。ただし、１０月 1 日以

降に着手する事業については、9 月 1 日から申請することができるものとする。 

（１）各事業計画書（様式第２号から第４号のうちで該当のもの１種） 

（２）各事業計画書で定める添付書類 

（３）積算根拠資料（任意様式の見積書等） 

（４）収支予算（決算）書（様式第５号） 

（５）誓約書（様式第６号） 

（６）役員一覧表（様式第７号）（中小企業及び企業団体等に限る。） 

（７）履歴事項全部証明書の写し（中小企業及び企業団体等に限る。３か月以内に発行され

たものに限る。） 

（８）事業内容を確認できる資料（個人事業主に限る。ホームページの写し、開業届の写し 

  等。） 

（９）委任状（様式第８号）（本人以外に申請を委任する場合に限る。） 

（10）その他市長が必要と認めるもの 

 



（交付可否の決定） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、

必要に応じ実態調査等を行い、補助金の交付の承認又は却下を決定するものとし、その決

定について、申請者に豊田市人材活躍支援補助金交付可否決定書（様式第９号）により通

知するものとする。 

２  市長は、前項に規定する補助金の交付の承認の決定（以下「交付決定」という。）をす

る場合において、補助金交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すこ

とができる。 

３ 別表第１から別表第３に定める補助事業への補助金の交付は、１事業者につき補助事業

ごとに１会計年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において１回限りとす

る。 

４ 市長は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、法人の場

合は市税の収納状況を、個人事業主の場合は住民基本台帳の閲覧及び市税の収納状況を確

認することができる。 

 

（内容変更等） 

第１０条 交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定を受けた補助

対象事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更（廃止及び中止を含む。）をする場合

は、直ちに市長に補助事業計画変更承認申請書（様式第１０号）を提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による補助事業計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を

審査し、補助事業計画の変更の承認又は却下を補助事業計画変更可否決定書（様式第１１ 

号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する補助金の交付の変更承認の決定（以下「変更交付決定」という。）

をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付

すことができる。 

 

（実施期間） 

第１１条 補助事業は、第９条第１項に規定する交付決定の日の属する年度の３月３１日ま

でに完了しなければならない。 

２ 補助事業は、第９条第１項に規定する交付決定の日から着手することができる。 

３ 補助事業の完了とは、補助事業の実施及び補助事業に係る全ての支払いが完了すること

をいう。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、豊田市人材活躍支援補助金実績報告書（様式第１２号から第１４

号のうち該当のもの 1 種）に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了したときから起算

して３０日を経過した日又は補助事業が完了した年度の翌年度の４月１０日のいずれか



早い期日までに、市長に提出しなければならない。 

（１）補助事業に着手した日を確認することができる書類等 

（２）補助事業に係る費用の支払いを確認することができる書類等 

（３）収支予算（決算）書（様式第５号） 

（４）委任状（様式第８号）（補助対象事業者以外に申請を委任する場合に限る。） 

（５）その他市長が必要と認めるもの 

 

（額の確定及び交付等） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を確認し、交付す

べき補助金額を確定するとともに、豊田市人材活躍支援補助金確定通知書（様式第１５号）

により補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により豊田市人材活躍支援補助金確定通知書の交付を受けた

ときは、市長が指定する請求書により、速やかに補助金の請求をするものとする。 

３ 市長は、前項の規定により補助事業者から補助金の請求を受けたときは、第１項の規定

により確定した補助金額を当該補助事業者に交付するものとする。 

 

（検査） 

第１４条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため、補助事業者の報告に基づき、

帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定に基づく検査を正当な理由なく、これを拒んではならない。 

 

（帳簿等の保存期間） 

第１５条 補助事業者は、帳簿等の補助事業に係る全ての関係書類を、補助事業が完了した

年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返

還させなければならない。 

（１）規則、この要綱、交付決定若しくは変更交付決定のときに付した条件又は市長の指示

に違反したとき。 

（２）補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

（４）補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。 

（５）第４条各号のいずれかに該当したとき。 

（６）その他補助金の運用を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部の取り消し、又は既に交付した補助

金の全部若しくは一部の返還を決定したときは、その旨を豊田市人材活躍支援補助金取消



等通知書（様式第１６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ぜられた補助事

業者は、補助金の返還を命ぜられた日の翌日から起算して１５日以内に当該補助金を返還

しなければならない。 

 

（電子申請等） 

第１７条 この要綱における申請及び通知等は、豊田市情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する条例（平成１８年条例第１号）の規定により、電子情報処理組織(市の機関等

の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行う

ことができる。 

 

（職権修正） 

第１８条 市長は、補助金の交付事務を行うに当たり、申請者から提出された第８条に規定

する書類若しくは補助事業者から提出された第１０条第１項又は第１２条に規定する書

類に軽微な不備があるときは、申請者の同意を得たうえで、当該職員にこれを修正させる

ことができる。 

 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基

づき、第８条で定める期日までに交付申請がなされた補助金に関しては、なお効力を有す

る。 

 

 

別表第１（第５条関係） 

人材育成事業 

補助事業者 企業団体等 中小企業・個人事業主 

補助対象事業 企業団体等が中小企業者を

対象に行う勉強会及び研究

会等を実施する事業 

経営力の強化又は技術力の

向上に資すると市長が認め

た研修に参加する事業 

補助対象経費 講師謝礼、講師交通費、講 受講料及び教材費（ただ



師宿泊費、教材費、印刷製

本費、会場借上料、（備品使

用料等を含む。）、広告宣伝

費、通信運搬費、研修負担

金 

し、市内の事業所に勤務す

る従業員に係る受講料及び

教材費に限る。）、外部講師

を招いて社内研修を実施す

る場合は左記に準ずる経費 

補助率 2 分の１ 2 分の１（ただし建設業、

運輸業・郵便業、医療・福

祉業、又は警備業に分類さ

れる業種に属する事業を営

む中小企業及び個人事業主

が、当該業種に係る補助事

業を行う場合は３分の２） 

限度額 別表第１及び別表第２に掲

げる事業の合計で 100 万円 

20 万円（ただし、はたらく

人がイキイキ輝く事業所表

彰において、直近３年度以

内にイキイキ大賞、イキイ

キ優秀賞、ベストフォーカ

ス賞のいずれかを受賞した

か、豊田市 SDGｓ認証制度

において、シルバー以上の

認証を付与された中小企業

者は４０万円） 

 

別表第２（第５条関係） 

人材確保事業※１ 

補助事業者 企業団体等 中小企業・個人事業主 

補助対象事業 （１）就職支援等の専門事 

業者が主催する合同就

職説明会、合同就職面

接会及びインターンシ

ップなどへ参加する事

業 

（２）自社で求職者の就労

意欲喚起、スキルアッ

プを図るための見学

会、体験会、研修会、

インターンシップ等を

実施する事業 

（１）就職支援等の専門事 

業者が主催する合同就

職説明会、合同就職面

接会及びインターンシ

ップなどへ参加する事

業 

（２）自社で求職者の就労

意欲喚起、スキルアッ

プを図るための見学

会、体験会、研修会、

インターンシップ等を

実施する事業 



（３）人材確保の強化に繋 

がるツールを作成する

事業 

（３）人材確保の強化に繋 

がるツールを作成する

事業 

対象経費 （１）会場費（小間料）※

２※３、運搬費、通訳

料、オンライン就職説

明会の場合の登録料・

参加料※３ 

（２）講師謝礼、講師交通

費、教材費、印刷製本

費、会場借上料（備品

使用料を含む。）、広告

宣伝費、通信運搬費 

（３）人材確保のみを目的

とした、ホームページ

の作成・改良、PR 動画

の作成、パンフレット

の新規作成または改正

にかかる経費 

（１）会場費（小間料）※

２※３、運搬費、通訳

料、オンライン就職説

明会の場合の登録料・

参加料※３ 

（２）講師謝礼、講師交通

費、教材費、印刷製本

費、会場借上料（備品

使用料を含む。）、広告

宣伝費、通信運搬費 

（３）人材確保のみを目的

とした、ホームページ

の作成・改良、PR 動画

の作成、パンフレット

の新規作成または改正

にかかる経費 

補助率 ２分の１ ２分の１（ただし建設業、

運輸業・郵便業、医療・福

祉業、又は警備業に分類さ

れる業種に属する事業を営

む中小企業及び個人事業主

が、当該業種に係る補助事

業を行う場合は３分の２） 

限度額 別表第１及び別表第２に掲

げる事業の合計で 100 万円 

２０万円（ただし、はたら

く人がイキイキ輝く事業所

表彰において、直近３年度

以内に、イキイキ大賞、イ

キイキ優秀賞、ベストフォ

ーカス賞のいずれかを受賞

したか、豊田市 SDGｓ認証

制度において、シルバー以

上の認証を付与された中小

企業者は４０万円） 

※１ (１)から(３)のいずれも、市内事業所に勤務する従業員の募集を目的とするものに限

る。 



※２ 備品購入費を除く。 

※３ 主催者に直接支払ったものに限る。  

 

別表第３（第 5 条関係） 

副業人材等活用事業 

補助事業者 中小企業・個人事業主 

補助対象事業 
市内事業所が、副業・兼業人材、長期学生インターン、プロボノ人材など、雇

用契約によらずに、外部人材を活用する事業 

対象経費 

外部人材を仲介する専門事業者への仲介手数料、委託費、コーディネート料、

専用サイト掲載料（外部人材に対して支払う報酬、交通費、保険費用等に係る

費用を除く。） 

補助率 ２分の１ 

限度額 ３０万円 

 


